
（総則）

第一条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする業

務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下２

「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発注者

に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注３

者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理

技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは４

発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ

の責任において定めるものとする。

受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。６

この約款に定める金銭の支払 に用いる通貨は、日本円とする。７

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の８

定めがある場合を除き、計量法（平成四年法律第五十一号）に定めるものとする。

この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治二十九年法律第八十９

九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第四十九条の規定に基づき、発注者と受注者との

協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とする。

（契約の保証）

第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ

ればならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ

の保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払 を保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ。）の保証

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

【改正後】

（総則）

第一条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする業

務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下２

「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発注者

に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注３

者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理

技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは４

発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ

の責任において定めるものとする。

受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。６

この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。７

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の８

定めがある場合を除き、計量法（平成四年法律第五十一号）に定めるものとする。

この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治二十九年法律第八十９

九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第四十九条の規定に基づき、発注者と受注者との

協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とする。

（契約の保証）

第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ

ればならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ

の保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ。）の保証

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

【現 行】



前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第四項において「保証の２

額」という。）は、業務委託料の十分の一以上としなければならない。

第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当３

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号

に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の十分の一に達す４

るまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を

請求することができる。

（検査及び引渡し）

第三十一条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならな

い。

発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に受注２

者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完

了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申３

し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の４

支払 の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者

は、当該請求に直ちに応じなければならない。

受注者は、業務が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受５

けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の

規定を準用する。

（業務委託料の支払 ）

第三十二条 受注者は、前条第二項（前条第五項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の検査に合格したときは、業務委託料の支払 を請求することができ

る。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から三十日以内に業２

務委託料を支払わなければならない。

発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、そ３

の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項にお

いて「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅

延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え

た日において満了したものとみなす。

（前金払）

第三十四条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公

【改正後】

前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第四項において「保証の２

額」という。）は、業務委託料の十分の一以上としなければならない。

第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当３

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号

に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の十分の一に達す４

るまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を

請求することができる。

（検査及び引渡し）

第三十一条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならな

い。

発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に受注２

者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完

了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申３

し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の４

支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者

は、当該請求に直ちに応じなければならない。

受注者は、業務が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受５

けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の

規定を準用する。

（業務委託料の支払い）

第三十二条 受注者は、前条第二項（前条第五項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができ

る。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から三十日以内に業２

務委託料を支払わなければならない。

発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、そ３

の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項にお

いて「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅

延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え

た日において満了したものとみなす。

（前金払）

第三十四条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公

【現 行】



【改正後】

共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約（以下「保証契

約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の十分の三

以内の前払金の支払 をこの契約締結の日から三十日以内に発注者に請求することができ

る。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から二十日以内に前２

払金を支払わなければならない。

受注者は、業務委託料の額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託３

料の額の十分の三から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金

の支払 を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

受注者は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減４

額後の業務委託料の額の十分の四を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から三

十日以内に、その超過額を返還しなければならない。

前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適５

当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。

ただし、業務委託料の額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注

者が定め、受注者に通知する。

発注者は、受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に６

つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、

年二・八パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払 を請求することができる。

（保証契約の変更）

第三十五条 受注者は、前条第三項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金

の支払 を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注

者に寄託しなければならない。

受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料の額が減額された場合において、保２

証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代３

わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第三十六条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業

務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当

する額として必要な経費以外の支払 に充当してはならない。

（第三者による代理受領）

第三十八条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三

者を代理人とすることができる。

発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提２

【現 行】

共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約（以下「保証契

約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の十分の三

以内の前払金の支払いをこの契約締結の日から三十日以内に発注者に請求することができ

る。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から二十日以内に前２

払金を支払わなければならない。

受注者は、業務委託料の額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託３

料の額の十分の三から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金

の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

受注者は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減４

額後の業務委託料の額の十分の四を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から三

十日以内に、その超過額を返還しなければならない。

前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適５

当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。

ただし、業務委託料の額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注

者が定め、受注者に通知する。

発注者は、受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に６

つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、

年二・八パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

（保証契約の変更）

第三十五条 受注者は、前条第三項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金

の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注

者に寄託しなければならない。

受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料の額が減額された場合において、保２

証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代３

わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第三十六条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業

務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当

する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

（第三者による代理受領）

第三十八条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三

者を代理人とすることができる。

発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提２



【改正後】

出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第三十二条（第三十七条において準用する場合を含む。）の規定に基

づく支払 をしなければならない。

（前払金等の不払いに対する業務中止）

第三十九条 受注者は、発注者が第三十四条又は第三十七条において準用される第三十二条

の規定に基づく支払 を遅延し、相当の期間を定めてその支払 を請求したにもかかわら

ず支払 をしないときは業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合にお

いては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなけ

ればならない。

発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると２

認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者が増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第四十一条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができな

い場合においては、発注者は、損害金の支払 を受注者に請求することができる。

前項の損害金の額は、業務委託料の額から第三十七条の規定による部分引渡しに係る業２

務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二・八パーセントの割合で計算し

た額とする。

発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項（第三十七条において準用する３

場合を含む。）の規定による業務委託料の支払 が遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年二・八パーセントの割合で計算した額の遅延利息の

支払 を発注者に請求することができる。

（発注者の解除権）

第四十二条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。

一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められ

るとき。

三 管理技術者を配置しなかったとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達

成することができないと認められるとき。

五 第四十四条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

六 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の

【現 行】

出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第三十二条（第三十七条において準用する場合を含む。）の規定に基

づく支払いをしなければならない。

（前払金等の不払いに対する業務中止）

第三十九条 受注者は、発注者が第三十四条又は第三十七条において準用される第三十二条

の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわら

ず支払いをしないときは業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合にお

いては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなけ

ればならない。

発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると２

認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者が増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第四十一条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができな

い場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

前項の損害金の額は、業務委託料の額から第三十七条の規定による部分引渡しに係る業２

務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二・八パーセントの割合で計算し

た額とする。

発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項（第三十七条において準用する３

場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年二・八パーセントの割合で計算した額の遅延利息の

支払いを発注者に請求することができる。

（発注者の解除権）

第四十二条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。

一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められ

るとき。

三 管理技術者を配置しなかったとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達

成することができないと認められるとき。

五 第四十四条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

六 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の



【改正後】

代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成三年法律第七十七号。以下この号において「暴力団対策法」とい

う。）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい

う。）であると認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において

同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。

ヘ この契約に関し、再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

２ 前項 に定める場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、

この契約を解除することができる。

３ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

（契約が解除された場合等の違約金）

第四十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の

十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。

一 前条第一項の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合

２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律

【現 行】

代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成三年法律第七十七号。以下この号において「暴力団対策法」とい

う。）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい

う。）であると認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において

同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。

ヘ この契約に関し、再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の額の２

十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならな

い。

前項の場合において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提３

供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充

当することができる。

第一項に定める場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、４

この契約を解除することができる。

発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと５

きは、その損害を賠償しなければならない。



【改正後】

第七十五号)の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年

法律第百五十四号)の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年

法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等

３ 第一項の場合(前条第一項第六号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)に

おいて、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第一項の違約金に充当することが

できる。

（解除に伴う措置）

第四十六条 この契約が解除された場合において、第三十四条の規定による前払金があった

ときは、受注者は、第四十二条第一項、第四十二条の二第二項又は第四十三条第一項の規

定による解除にあっては、当該前払金の額（第三十七条の規定により部分引渡しをしてい

るときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）に当該前払金の支

払 の日から返還の日までの日数に応じ年二・八パーセントの割合で計算した額の利息を

付した額を、第四十二条第二項又は第四十四条第一項の規定による解除にあっては、当該

前払金の額を発注者に返還しなければならない。

前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第二項の規定により既履行２

部分の引渡しが行われる場合において、第三十四条の規定による前払金があったときは、

発注者は、当該前払金の額（第三十七条の規定による部分引渡しがあったときは、その部

分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第三項の規定により定められ

た既履行部分委託料の額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金

になお余剰があるときは、受注者は、第四十二条第一項、第四十二条の二第二項又は第四

十三条第一項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払 の日から返還の

日までの日数に応じ年二・八パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十

二条第二項又は第四十四条第一項の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返

還しなければならない。

受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等３

を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又

は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する４

業務の出来形部分（第三十七条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第二項に規定す

る検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物その他の物件（第七条第

四項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理

するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったもの

を含む。以下次項において同じ。）があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現

【現 行】

（解除に伴う措置）

第四十六条 この契約が解除された場合において、第三十四条の規定による前払金があった

ときは、受注者は、第四十二条第一項 又は第四十三条第一項の規

定による解除にあっては、当該前払金の額（第三十七条の規定により部分引渡しをしてい

るときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）に当該前払金の支

払いの日から返還の日までの日数に応じ年二・八パーセントの割合で計算した額の利息を

付した額を、第四十二条第四項又は第四十四条第一項の規定による解除にあっては、当該

前払金の額を発注者に返還しなければならない。

前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第二項の規定により既履行２

部分の引渡しが行われる場合において、第三十四条の規定による前払金があったときは、

発注者は、当該前払金の額（第三十七条の規定による部分引渡しがあったときは、その部

分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第三項の規定により定められ

た既履行部分委託料の額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金

になお余剰があるときは、受注者は、第四十二条第一項 又は第四

十三条第一項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の

日までの日数に応じ年二・八パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十

二条第四項又は第四十四条第一項の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返

還しなければならない。

受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等３

を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又

は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する４

業務の出来形部分（第三十七条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第二項に規定す

る検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物その他の物件（第七条第

四項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理

するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったもの

を含む。以下次項において同じ。）があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現



【改正後】

場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び次項におい５

て「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定

めるところにより発注者又は受注者が負担する。

一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第四十二条第一項、第四十二条

の二第二項又は第四十三条第一項によるときは受注者が負担し、第四十二条第二項又は

第四十四条第一項によるときは発注者が負担する。

二 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。

第四項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ６

ず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ

とができず、また、発注者が支出した撤去費用等（前項第一号の規定により、発注者が負

担する業務の出来形部分に係るものを除く。）を負担しなければならない。

第三項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解７

除が第四十二条第一項、第四十二条の二第二項又は第四十三条第一項によるときは発注者

が定め、第四十二条第二項又は第四十四条第一項の規定によるときは受注者が発注者の意

見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項に規定する受注者のとるべき措置の期

限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

【現 行】

場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び次項におい５

て「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定

めるところにより発注者又は受注者が負担する。

一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第四十二条第一項

又は第四十三条第一項によるときは受注者が負担し、第四十二条第四項又は

第四十四条第一項によるときは発注者が負担する。

二 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。

第四項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ６

ず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ

とができず、また、発注者が支出した撤去費用等（前項第一号の規定により、発注者が負

担する業務の出来形部分に係るものを除く。）を負担しなければならない。

第三項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解７

除が第四十二条第一項 又は第四十三条第一項によるときは発注者

が定め、第四十二条第四項又は第四十四条第一項の規定によるときは受注者が発注者の意

見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項に規定する受注者のとるべき措置の期

限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。


